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建設分野における外国人材受入れの基本
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建設分野における外国人材の受入れの背景

○技能者の高齢化が進む建設業では、将来にわたって担い手を確保していくことが業界全体の重要な課題。

○将来的に、生産性向上を図りつつ、働き方改革や処遇改善により国内人材確保の取組を行ってもなお不足する分を、

外国人材の受入れによって中長期的に確保していく必要。

＜年齢階層別の建設技能者数＞

• 全体の約４分の１が60歳以上
10年後にはその大半が引退

• 一方、29歳以下の割合は全体の約１割

84.4万人
26.0%

37.6万人
11.6%

・若年入職者の確保・育成が喫緊の課題

・担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を
一体として進める必要
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建設分野における外国人材の受入れ状況

〇 建設分野で活躍する外国人の数は、2011年から8倍以上に増加（1.3万人→11.1万人）
〇 在留資格別では技能実習生が最多(2020年:7.7万人)で、近年増加傾向（ただし、実習制度であり就労制度ではない）
〇 2015年から、オリンピック･パラリンピック東京大会の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するため、

技能実習修了者を対象とした「外国人建設就労者受入事業」を開始（2022年度をもって終了予定）
〇 特定技能外国人については、2019年度に制度が開始、受入れをスタートして以降、人数は着実に増加中

（単位:人）➢建設分野に携わる外国人数

出典:外国人建設就労者は国交省調べ、特定技能外国人は入管庁調べ、その他は外国人雇用届出状況（厚生労働省）
（注）外国人建設就労者・特定技能外国人は、2020年12月末時点、その他は2020年10月末時点

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
（注）

全産業 686,246 682,450 717,504 787,627 907,896 1,083,769 1,278,670 1,460,463 1,658,804 1,724,328
建設業 12,830 13,102 15,647 20,560 29,157 41,104 55,168 68,604 93,214 110,898

技能実習生 6,791 7,054 8,577 12,049 18,883 27,541 36,589 45,990 64,924 76,567

外国人建設就労者 ― ― ― ― 401 1,480 2,983 4,796 5,327 4,260

特定技能外国人 ― ― ― ― ― ― ― ― 267 1,319

１号特定技能外国人の受入状況（2020年12月末時点）

単位:人

単位:人

国籍別の状況

職種別の状況

職種 建設機械
施工

鉄筋施工 型枠施工 とび 左官
内装仕
上げ

コンクリー
ト圧送

配管 建築大工 建築板金 表装 屋根ふき 保温保冷 土工 合計

人数 330 230 214 149 127 100 58 36 33 16 11 7 6 2 1,319 

国名 ベトナム 中国 フィリピン インドネシア タイ カンボジア ミャンマー ネパール その他 合計

人数 991 120 63 51 34 24 16 10 10 1,319
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外国人受入の仕組みについての制度比較一覧

企業単独型 団体監理型

特定技能１号（他分野） 特定技能１号（建設分野） 外国人建設就労者受入事業

技
能
実
習
制
度

就
労
制
度

外国人 受入企業

雇用契約

外国人 受入企業

指導・支援

雇用契約

監理団体

（特徴）
○試験は業界団体が実施。
○民間職業紹介事業者等が人材紹介を行う事が
見込まれる
○受入企業が外国人を支援
○登録支援機関に委託した支援も可能

（特徴）
○国土交通省が受入計画を審査し、認定することを通じ、
同等技能を有する日本人と同等以上の賃金等を担保
○国土交通省又は適正就労監理機関(FITS)が受入企業に
対する巡回指導等を実施
○建設技能人材機構は、外国人の候補者試験・選考、就
職転職支援、相談等を一元実施
○受入企業は上記団体から外国人材の紹介を受けること
が可能
○元請企業は受入企業を指導、キャリアアップシステム
も活用した就労確認

（特徴）
○国土交通省が適正監理計画を審査し、認定する
ことを通じ、同等技能を有する日本人と同等以上
の賃金等を担保
○国土交通省が委託する機関(現在はFITS)が特定
監理団体や受入企業に対する巡回指導等を実施
○受入企業は特定監理団体及び提携する送出機関
を通じて外国人材の紹介を受ける仕組み
○元請企業は受入企業への指導を実施

外国人技能実習機構

実習計画の認定
受入企業への実地検査等を実施

外国人技能実習機構

実習計画の認定
受入企業や監理団体への実地検査等を
実施

人材送出
機関

提携

外国人 受入企業

特定監理団体
（事業協同組合等）

特定監理団体及び
適正監理計画の認定
巡回訪問 等

国土交通省
雇用契約

元請企業

受入企業への指導

人材紹介監
査・支援

人材送出
機関

提携

応
募

・
選
考

応募
選考

海外支店等 ※日本の企業等が海外の現地法人、合弁
企業や取引先企業の職員を受入れ

２号：３年
３号：５年

※求人求職ルートは、監理団体及び
送出機関経由のみ

外国人 受入企業

建設技能人材機構
（受入事業実施団体）

定期報告の聴取

受入計画の認定
委託機関による巡回訪問 等

国土交通省

法務省
雇用契

約

元請企業

受入企業への指導

（支援）

赤字部分は建設業の上乗せ措置
その他は業種横断の仕組み

登録支援機関

連携

応募
試験
選考

人材紹介相談通報
転職支援

支援

海外の
教育機関

提
携

外国人 受入企業

（支援）

登録支援機関

雇用契約

定期報告の聴取

法務省

支援

※試験は、業界団体が実施
※求人求職ルートに制約なし

人材紹介

民間職業紹介事業者

募集
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特定技能制度における外国人材のキャリアパス（イメージ）

技能実習２号経験者（試験免除者）技能実習２号未経験者（試験合格者）

【技能実習】

技能実習２号を良好に修了した者

※技能実習３号を修了した者は、
技能実習２号を良好に修了した者
と同じ取扱い

※技能実習２号を良好に修了する見込みの者及び技能実習３号を修了する見込みの者は、
在留期間満了日の半年前から建設特定技能受入計画の認定申請を行うことが可能

【特定技能２号】

【特定技能１号】

【特定活動】＜外国人建設就労者受入事業＞
2015年度から2022年度までの時限措置

※【特定活動】から【特定技能１号】
に変更することは可能

①と②の両方に合格
①技能評価試験

「技能検定３級」
又は「建設分野特定技能１号評価試験」

②日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」
又は「日本語能力試験（N4以上）」

※①・②の試験は海外を基本に国内でも実施

班長として一定の実務経験 ＋ 「建設分野特定技能２号評価試験」又は「技能検定１級」に合格

在留期間は通算5年
※家族の帯同は原則不可

在留期間の更新に上限なし
※扶養する配偶者・子の帯同可

ルート１ ルート２

【 】は在留資格名

〇 特定技能１号となるには、試験合格ルートと技能実習等からの切替ルートの２パターン存在。
○ 特定技能２号は、在留期限の更新上限がなく、家族帯同も可能な在留資格であり、班⾧として一定の実務経験等が必要。
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技能実習等と特定技能の受入対象職種の対応関係

技
能
実
習
及
び
外
国
人
建
設
就
労
者
の
受
入
対
象
分
野
（
25
職
種
38
作
業
）

職種名 作業名 ※

さく井
パーカッション式さく井工事作業

107
ロータリー式さく井工事作業

建築板金
ダクト板金作業

565
内外装板金作業

冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 325
建具製作 木製建具手加工作業 123
建築大工 大工工事作業 1,862
型枠施工 型枠工事作業 3,733
鉄筋施工 鉄筋組立て作業 3,639
とび とび作業 8,403

石材施工
石材加工作業

185
石張り作業

タイル張り タイル張り作業 273
かわらぶき かわらぶき作業 170
左官 左官作業 980

配管
建築配管作業

1,155
プラント配管作業

熱絶縁施工 保温保冷工事作業 290
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業

1,777
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業

表装 壁装作業 245

サッシ施工 ビル用サッシ施工作業 128
防水施工 シーリング防水工事作業 1,048
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業 282
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業 17

建設機械施工

押土・整地作業

3,717
積込み作業
掘削作業
締固め作業

築炉 築炉作業 87
鉄工(※) 構造物鉄工作業 (1,513)

塗装(※)
建築塗装作業

(4,992)
鋼橋塗装作業

溶接(※)
手溶接

(1,000,8)
半自動溶接

※建設業者が実習実施機関である場合に限る。認定数は建設業者以外も含む。

技能実習から特定技能に
移行可能な業務区分

建築板金（※2020年から追加）

建築大工（※2020年から追加）

型枠施工

鉄筋施工

とび（※2020年から追加）

屋根ふき

左官

配管（※2020年から追加）

保温保冷（※2020年から追加）

内装仕上げ／表装

コンクリート圧送

建設機械施工

特定技能において新たに設ける業務区分
（技能実習がない業務区分）

トンネル推進工

土工

電気通信

鉄筋継手

吹付ウレタン断熱（※2020年から追加）

海洋土木工（※2020年から追加）

特
定
技
能
の
受
入
対
象
分
野
「
建
設
分
野
」
（
19
業
務
区
分
）

技能実習及び外国人建設就労者の受入対象分野25職種38作業
のうち、13職種22作業が特定技能の受入対象となった

※職種別技能実習２号計画の認定数（R1）

⇒「建設関係」の技能実習対象職種に従事する者のうち、約92％をカバー
（H29実績ベース） 7



建設分野独自の仕組みの必要性①

 技能実習制度では、建設分野の失踪者数が全体の失踪者数の約40％を占める

技能実習生数 失踪者数 失踪率
H30 424,394人 9,052人 約2.1％

技能実習生数 失踪者数 失踪率
H30 45,990人 3,615人 約7.9％

○建設分野の技能実習における失踪者率

○全分野の技能実習における失踪者率

 建設業における技能実習実施企業の約８割に労働法令違反が発覚
• 労働基準監督署による技能実習生受入企業への監督指導結果

指導実施
事業者数 違反者数 主な違反事項

R１
(H31) 1,317 1,048

(79.6%)
賃金台帳 割増賃金 賃金の支払い

358(27%) 357(27%) 290(22 %)

○技能実習においては、建設分野では他分野に比して突出した割合の失踪者・問題が発生
〇その一因には、一部の監理団体において、十分な監理が行われていなかったことがあると考えられるこ

とから、特定技能制度では、国交省による企業の受入計画の審査や、JACの加入を始め、建設業界全体
としての外国人受入れの仕組み・ルールの遵守を企業に課し、適正な受入れを実現

8

• 【参考】建設業企業全体の約６割に労働法令違反が発覚
※労働基準監督署による建設企業への定期監督指導結果（H30）

指導実施事業者数44,068社のうち、違反者数27,929社（63.4％）



課題１:建設業は、季節による受注量の変動が激し
い業種。技能労働者の賃金は6割が日給制で仕事がな
いと手取り賃金が下がる

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日給制
月給制
経費込み賃金

63.2% 36.7%

平成29年10月労務費調査より

課題３:現場管理は元請、労働者を雇用するのは下請の
専門工事業者で、中小零細業者が大半

課題２:建設業は、受注した工事ごとに就労する現場が変わる
⇒ 雇用主による労務管理、就労管理が難しい
⇒ 現場ごとに他業者との接触が多く、引き抜き等の可能性が高い

月給制を義務化

建設キャリアアップ
システムの登録義務化

建設業許可を要件化
受入人数枠の設定

【国・都道府県・市区町村における平準化の状況】

出典:建設総合統計 出来高ベース（全国）

0

200,000

400,000

600,000

800,000

４
月
６
月
８
月

１
０
月

１
２
月
２
月
４
月
６
月
８
月

１
０
月

１
２
月
２
月
４
月
６
月
８
月

１
０
月

１
２
月
２
月
４
月
６
月
８
月

１
０
月

１
２
月
２
月
４
月
６
月
８
月

１
０
月

１
２
月
２
月
４
月
６
月
８
月

１
０
月

１
２
月
２
月

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

国 都道府県 市区町村（単位：百万円）

○建設分野の特定技能外国人の受入れにあたっては、業種横断の基準に加え、建設産業の特性を踏まえ、建設分野
特有の基準を設定

建設分野独自の仕組みの必要性②
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建設分野における外国人の適正な就労環境確保の仕組み

全分野共通の
仕組み

建設分野だけの仕組み

外国人の
適正な

処遇確保

ルールを守らない／
公平負担をしない
アウトサイダー・

フリーライダーの排除

企業と外国人の
信頼関係構築

不法就労・
失踪抑制

建設業の
担い手の
⾧期的な

確保

○技能実習生失踪者の約４割を建設分野が占めていたことなどを踏まえ、建設分野における特定技能外国人の
受入れにあたっては、他分野にはない、建設分野独自の適正な就労環境確保の仕組みを構築

○民間の取組みのみに任せきりにすることなく、業所管省庁である国土交通省の指導のもと、建設業の業界団体
が立ち上げたJAC、そして適正就労監理機関であるFITSが外国人の受入れに適切に関与し、受入企業と特定
技能外国人材の双方が安心して雇用・就労できる環境を整備

ＪＡＣによる建設業界としての外国人受入れ

ＦＩＴＳによる適正就労監理

国交省による計画審査・認定
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受入企業に求められること
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日本の建設業の担い手として外国人材を受入れていくために

12
建設企業 特定技能外国人

自分の企業に研修に来ている技能実習生にもっと⾧く自分の企業にいて欲しい、
と考えている建設企業は多いと思います。

令和元年度より特定技能制度が始まり、建設分野のほとんどの職種の技能実習生が、
試験なしに在留資格「特定技能」への切替えが可能になっていますが、
特定技能は技能実習とは異なり、外国人材を日本に必要な労働力として受入れる制度です。
特定技能外国人を受け入れる全ての企業が、特定技能制度の仕組み、特に建設分野特有の仕組みを
きちんと理解した上で、特定技能外国人を受け入れる必要があります。

受入れ後講習

技能の習熟に
応じた昇給

日本人と同等
以上の報酬

建設業許可

CCUS
巡回指導
受入れ

月給制

JAC加入

10の支援

建設特定技能受入計画

信頼

CCUS



特定技能１４分野のうち建設分野で特徴的なこと

1. 受入企業は、（一社）建設技能人材機構（ＪＡＣ）に直接又は間接的に加入する
ことが必要

2. 受入企業と建設特定技能外国人は、建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）に
登録することが必要

3. 受入企業は、建設業法第３条の許可をとることが必要

4. 受入企業は、以下２つの申請をし、それぞれ認定を受けることが必要
①国土交通省（地方整備局等）への建設特定技能受入計画の申請
②出入国在留管理庁（地方出入国在留管理局）への在留資格審査の申請

5. 受入企業は、外国人の受入れ後、受入れ後講習を受講させることが必要

6. 計画通りの適正な就労を行っているかどうか、巡回指導等により確認を受ける
ことが必要
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企業が自ら外国人の支援を行うのが基本（法務省特定技能外国人支援計画）

Ｆ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
が
受
入
企
業
の
求
め
に
応
じ
て
、

適
正
費
用
で
実
施

※

生
活
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
海
外
で
の
試
験
を
受
け
て

入
国
す
る
外
国
人
向
け
に
実
施
予
定

ＪＡＣが、受入企業の求めに応じて、無償で支援を受託受入企業自らが自社で実施可能

ＪＡＣ／ＦＩＴＳへの支援の一部依頼についての詳細はＪＡＣ（03-6453-0220）まで

企業は外国人に対して１０つの支援を行う必要があります。監理団体の支援が必須である技能実習とは異なり、特定技能

では自社で責任を持って支援を行う必要があります。一定の要件（※）を満たせば受入企業自ら全ての支援を行うことも

可能ですが、建設分野では、ＪＡＣ／ＦＩＴＳのサポートを利用することもできます。 ※外国人支援の実績や過去の法令違反がないこと等

【
法
務
省
特
定
技
能
支
援
計
画
で
求
め
ら
れ
る
10
つ
の
支
援】
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登録支援機関とは

登録支援機関
＝法務省に提出する特定技能支援計画では、

以下の10つの支援について記載する必要。
これら支援は企業が行うのが基本であるが、
登録支援機関は、企業に代わってこれらを
行う機関

!ポイント①!
監理団体が必須の技能実習とは異なり、
登録支援機関の利用は必須ではありません。

＜法務省特定技能支援計画で求められる１０つの支援＞
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特定技能の受入費用

JAC受入負担金
（1.25～2万円（※） ／月・人） 監理団体の監理費

（平均4～5万円（※） ／ 月・人）

訪問指導費・各種講習費・送出機関への支払い等

その他実費
組合加入費、送迎費、訪問交通費等

人材紹介費

往復渡航費・送出し手数料

FITS受入れ後講習費（1回のみ、約1.5万円）
※事前巡回指導を受ければ不要

JAC加入費
（ JAC正会員である建設業の全国団体に加入又はＪＡＣ賛助会員）

登録支援機関全部委託
（平均2～3.5万円(※)

／月・人）

技能実習特定技能

監理団体に対して監理費等を支払う技能実習とは異なり、特定技能では、ＪＡＣに対して、受入負担金及びＪＡＣ加入費
（ＪＡＣ正会員である建設業の全国団体に加入していれば不要）等を支払う必要があります。
なお、これらＪＡＣに支払う費用には、渡航費、送出し手数料、支援のための費用等は含まれておりません。受入企業自らで
支援の全てを行う（ＪＡＣ、ＦＩＴＳのサービスの利用も可）ことができない場合には、登録支援機関に委託費を支払って
支援を委託する必要があります。

16

監理団体等に支払う費用

（※）国交省調べ

ＪＡＣ等に支払う費用

JAC/FITSに一部委託
O
R 一定の要件を満たせば、

自社で全ての支援を
行うことが可能

※特定技能では、職業安定法により有料の職業紹介サービスの利用は
禁じられています。

支
援
の
た
め
の

費
用

【参考】



ＪＡＣ・ＦＩＴＳの事業概要
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特定技能（建設分野）の関係機関

（登録支援機関）

海外
訓練生

１号特定技能
外国人

定期報告

受入計画の認定
指導・監査 等

法務省
出入国在留管理庁

元請企業

現場での受入企業への
指導（CCUSも活用）

登録・連携

人材紹介

通報・相談受付
転職支援

支援の実施

試験
選考

就職支援

（一社）建設技能人材機構
（特定技能外国人受入事業実施法人）

国土交通省元請団体
関係団体

受入対象職種の
専門工事業団体

機
構
へ
の
加
入

海外提携
教育機関

業務提携

海外 日本

募集
教育

在留資格
取得

技能実習・特定活動
修了者

在留資格
取得

受入企業

(一財)国際建設技能振興
機構(FITS)

（適正就労監理機関）

特定技能雇用契約

送り出し機関
※送り出し国によっては、政府

による認定等が必要

受入れ後講習
巡回指導

18



（一社）建設技能人材機構（ＪＡＣ）の役割

建設分野における外国人の受入れに当たっては、
・建設技能者全体の処遇改善、
・アウトサイダーやブラック企業の排除
・他産業・他国と比して有為な外国人材の確保
等の課題に対応する必要有り

業界を挙げてこれらの課題に的確に対応するため、建設業者団体等が共同して設立した法人
→（一社）建設技能人材機構（ＪＡＣ）

低賃金

社会保険
未加入

劣悪な
労働環境

ブラック企業

アウトサイダー

失踪

不法就労

課題 対応

✓（一社）建設技能人材機構（ＪＡＣ）の役割
全ての受入企業が所属!
多数職種が正会員団体として加入!
国土交通大臣の登録団体!

民間職業紹介
事業者の役割を

代替

公正競争・適正就労の
ルール遵守・ルールを
守らない企業の排除

・無料職業紹介事業
・特定技能１号評価試験合格者の就職あっせん

・外国人受入れに係る行動規範（次ページ）の遵守徹底
・適正就労監理機関と連携し、１号特定技能外国人へ就労支援
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【参考】ＪＡＣ 外国人受入れに係る行動規範

〇 特定技能外国人の適切かつ円滑な受入れの実現に向けた建設業界共通行動規範
（２０１９年４月１日 （一社）建設技能人材機構 総会決議）

Ⅰ．総則
１．建設業界は一般社団法人建設技能人材機構を設立し、行動規

範の遵守に一致協力
２．低賃金雇用により競争環境を不当に歪める者等との関係遮断
３．生産性向上や国内人材確保の取組を最大限推進
４．労働関係法令等の遵守、特定技能外国人との相互理解、文化

や慣習の尊重

Ⅱ．受入企業（雇用者）の義務
５．特定技能外国人が在留資格を適切に有していることを常時確

認
６．同等技能・同等報酬、月給制等、技能の習熟に応じた昇給等

の適切な処遇
７．外国人を含め被雇用者を必要な社会保険に加入
８．契約締結時に雇用関係に関する重要事項の母国語説明、書面

での契約締結
９．外国人であることを理由とした待遇の差別的取扱の禁止
10．暴力、暴言、いじめ及びハラスメントの根絶、職業選択上の

自由の尊重
11．建設キャリアアップシステムへの加入、技能習得・資格取得

の促進
12．安全確保に必要な技能・知識等の向上支援、元請企業が行う

安全指導の遵守
13．日常生活上及び社会生活上の支援
14．直接的、間接的な手段を問わず悪質な引抜行為を禁止
15．機構の行う共同事業の費用を負担

Ⅲ．元請企業の役割
16．建設キャリアアップシステムの活用等による在留資格等の確

認の徹底、不法就労者・失踪者等の現場入場禁止
17．正当な理由なく、特定技能外国人を工事現場から排除するこ

とを禁止
18．特定技能外国人への適切な安全衛生教育及び安全衛生管理
19．自社の工事現場で就労する特定技能外国人に対する労災保険

の適用を徹底
Ⅳ．共同事業の実施

20．事前訓練及び技能試験、試験合格者や試験免除者の就職・転
職支援の実施

21．日本の建設現場未経験の特定技能外国人に対する安全衛生教
育を実施

22．受入企業による労働関係法令の遵守、理解促進等を推進
23．受注環境変化時の特定技能外国人への転職先の紹介、斡旋
24．（一財）国際建設技能振興機構に委託して、巡回訪問等によ

る指導・助言業務、苦情・相談への対応を実施
25．地方部の求人情報発掘、都市部と地方部の待遇格差是正のた

めの助言・指導等、建設特定技能協議会からの地域偏在対策
に関する要請に応じて必要な措置を実施

26．会費徴収や共同事業等の事業運営を実施
Ⅴ．実効性確保措置

27．本規範の違反者に対する除名等
28．必要に応じた国土交通省、法務省その他関係機関と連携

Ⅵ．外国人技能実習生及び外国人建設就労者の取り扱い
29．外国人技能実習生及び外国人建設就労者についても特定技能

外国人への取扱いに準じて適正な就労環境を確保 20



建設技能人材機構の会員である団体について

職種 団体名

型枠施工 （一社）日本型枠工事業協会

左官 （一社）日本左官業組合連合会

コンクリート圧送 （一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会

トンネル推進工 （公社）日本推進技術協会

建設機械施工

（一社）日本機械土工協会
（一社）日本発破・破砕協会
（一社）全国基礎工事業団体連合会
（一社）日本建設機械レンタル協会
（一社）日本基礎建設協会

土工

（一社）日本機械土工協会（再掲）
（一社）全国中小建設業協会
（一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会
（一社）日本道路建設業協会
（一社）全日本漁港建設協会
（一社）全国特定法面保護協会

屋根ふき （一社）全日本瓦工事業連盟

電気通信 （一社）情報通信エンジニアリング協会

鉄筋施工 （公社）全国鉄筋工事業協会

鉄筋継手 全国圧接業協同組合連合会

＜正会員＞ 41団体

職種 団体名

内装仕上げ
（一社）全国建設室内工事業協会
日本室内装飾事業協同組合連合会
日本建設インテリア事業協同組合連合会

とび （一社）日本鳶工業連合会
（一社）日本建設躯体工事業団体連合会

建築大工

全国建設労働組合総連合
（一社）ツーバイフォー建築協会
（一社）日本在来工法住宅協会
（一社）全国住宅産業地域活性化協議会

配管 全国管工事業協同組合連合会

建築板金
（一社）日本金属屋根協会
（一社）日本建築板金協会
（一社）全国ダクト工業団体連合会

保温保冷 （一社）日本保温保冷工業協会

吹付ウレタン
断熱 （一社）日本ウレタン断熱協会

海洋土木工 日本港湾空港建設協会連合会

元請ゼネコン
他

（一社）日本建設業連合会
（一社）全国建設業協会
（一社）日本道路建設業協会（再掲）
（一社）全国中小建設業協会（再掲）
（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会
（一社）日本電設工業協会
（一社）日本空調衛生工事業協会
（一社）全国防水工事業協会
（一社）マンション計画修繕施工協会

＜賛助会員＞

賛助会員（団体） 賛助会員（企業）

（一社）日本建設機械施工協会 建設企業639社

※ 建設企業は、正会員団体のいずれかに加入又は（一社）建設技能人材機構に
賛助会員として加入していれば、特定技能外国人の受入れはいずれの職種でも可

能。

2021年5月10日現在
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ＪＡＣの事業活動について

◆特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組

教育訓練・
技能試験

無料職業紹介
事業

適正就労監理

○教育訓練・技能試験
• 海外の関係機関等と連携し、特定技能外国人となる外国人に対
し、日本語や技能・安全衛生教育等の教育訓練を実施。

• 関係建設業団体と連携し、特定技能評価試験の実施と試験実施に
付随する各種調整、会場の確保、受験者の募集、試験官の派遣や
資機材の調達等を実施。

○無料職業紹介事業
• 特定技能外国人の受入れを希望する建設企業からの求人情報等を
集約し、建設分野特定技能１号評価試験の合格者や技能実習２号
修了者等の外国人材とマッチングを実施。

○適正就労監理
• 特定技能外国人からの苦情・相談への母国語での対応、巡回指導等
を適正就労監理機関（（一財）国際建設技能振興機構 ＦＩＴＳ）
への委託により実施。

制度周知
グッドプラクティスの普及

○制度周知・グッドプラクティスの普及
• 特定技能外国人の受入れを希望する建設企業への説明会の開催等
を通じた、企業への制度周知。

• 国土交通省と共催により「優秀外国人建設就労者表彰」を実施し、
優れた技能を持つ外国人材と、企業を表彰し、グッドプラクティ
スを普及。 22



ＪＡＣの事業① ＪＡＣからＦＩＴＳへの適正就労監理業務への委託

ＪＡＣ
（特定技能外国人受入事業実施法人）

ＦＩＴＳ
（適正就労監理機関）

ＪＡＣは、告示に基づき、適正就労監理事業について、2015年からの建設就労者受入事業で巡回指導の
実績・ノウハウを豊富に有し、国土交通省が認めた適正就労監理機関であるＦＩＴＳに委託して実施します。

委託

企業への
巡回指導

外国人と
の面談

母国語相談
ホットライン

受入れ後
講習

適正就労監理
（ＪＡＣからの委託）

教育訓練・
技能試験

無料職業紹介
事業

適正就労監理

23



（一財）国際建設技能振興機構（FITS）について

○設立年月日
平成２７年１月１５日
○所在地
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町１－４－３ 竹内ビル６Ｆ
電話：03-6206-8877 FAX：03-6206-8889

適正就労監理機関としての
FITSの役割

特定技能
外国人の適
正な就労環
境確保

受入れ後
講習

企業への
巡回指導

外国人と
の面談

母国語相
談ホットラ
イン

ＦＩＴＳは、国交省より以下の実績を評価され、国交省告示に基づき、中立的な立場から、特定技能外国人の
就労状況の継続的な確認を実施する適正就労監理機関として認められた機関です。

 2015年以降、建設就労者受入事業の制度推進事業実施機関として、4,000件を超える巡回指導を実施し、賃金支払い等に
係る改善指導を実施

 巡回指導時の外国人との母国語での面談のほか、母国語相談ホットラインを開設し、5か国語（中国語、ベトナム語、インドネシア
語、フィリピン語、英語）により外国人からの相談や苦情に丁寧に対応。外国人就労者が相談しやすい日曜日にも窓口を開設。
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企業への巡回指導

受入企業 特定技能外国人

巡回訪問・指導 面談

JAC

委託

ＦＩＴＳは、適正就労監理機関として、ＪＡＣから委託を受け、全ての受入企業に対し、原則として１年に１回
以上、巡回訪問を実施します。

外国人の適正な就労環境確保のため、企業は、巡回指導を受入れる義務があります。
巡回指導の結果は、国土交通省とＪＡＣに報告されます。

企業訪問
計画の

実施状況確認
面談

（外国人）
改善指導・

注意喚起・助言
国交省等への

結果報告

＜巡回訪問の流れ＞

FITS

 ＦＩＴＳが受入企業を訪問し、役員、受入れの責任者と面会
 賃金台帳等、関係書類の提出を求め、国交省に認定された計画どおりの

就労がなされているか等について確認
 企業への外国人受入れに関するアドバイスの実施
 外国人と面談し、就労環境、賃金の支払状況、悩みの有無等について

母国語で直接コミュニケーション（企業の同席はありません）
 入管法や労働法令、建設業に通じた全国の指導相談員が巡回指導を担当

• 計画・労働法令等関係
法令に適合した受入れ
がなされているか

• 外国人の適正な就労環
境が確保されているか

• 不適切な行為を発見した場
合、改善を指導

• そのほか適切な受入れに
向けて注意喚起・指導

• 対面またはインターネット
電話等を通じて通訳が同席

• 面談により外国人が不利益
な取り扱いを受けないよう
配慮

• 通知文により
関係書類の準備を依頼

• 抜き打ちの場合も

• 重大な違反が疑われる
場合には国の監査の対象

• 最悪の場合、認定取消し

＜巡回指導の概要＞
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事前巡回指導（適正契約締結サポート）

受入企業 特定技能外国人

事前巡回指導 面談

JAC

委託

 企業は、特定技能外国人の受入れにあたり、国交省が定める基準を満たすよう雇用条件等を定め、重要事項を
外国人が十分に理解できる言語で説明した上で、特定技能の雇用契約を締結する必要があります。

 ＦＩＴＳは、ＪＡＣからの委託に基づき、特定技能外国人の受入れを予定する企業が希望し、かつ同企業による
適切な受入れが見込まれる場合、事前巡回指導を通じて、中立的な立場から適正な契約締結をサポートします。

 サポートの活用は任意であり、事前巡回指導で重要事項事前説明及び雇用契約締結の立会いを受けた１号特定技
能外国人は受入れ後講習の受講が免除されます。

企業
申込み

企業による
資料案作成

FITS→企業
指導・助言

FITS 企業訪問
契約締結等立会い

FITS
外国人と面談

国交省等へ
結果報告

＜事前巡回指導の流れ＞

FITS

 国交省への建設特定技能受入計画申請前に実施
 重要事項事前説明書・雇用契約案の作成に関する企業への指導及び助言
 重要事項事前説明・雇用契約締結に立会い、適正な契約締結を確認
 特定技能外国人になろうとする者と面談し、契約内容等に関する理解度

を確認

＊適切な受入れが見込めない場合には、事前巡回指導を打ち切ることがあります
＊実施には時間を要する場合があります
＊対象言語は中国語・ベトナム語・インドネシア語・フィリピン語

• 重要事項事前説明書、
雇用条件書等の案を
企業が作成し、FITSへ
提出

• 日程調整のうえ訪問
• 雇用契約書等の締結の

場面に立会い

• 外国人と面談し、
雇用契約の重要事項等を
理解しているか確認

＜事前巡回指導の概要＞

• FITS(JAC)→国交省
• 事前巡回指導の内容を

踏まえ、企業が国交省
へ建設特定技能受入計
画を申請
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受入れ後講習（特定技能スタートアップセミナー）

企業は、外国人の就労開始後、適正就労監理機関であるＦＩＴＳが実施する受入れ後講習を受講させる義務
があります。

受入後講習を通じ、外国人本人が、特定技能制度のしくみや、賃金・業務内容などの企業との契約内容を
しっかり理解することにより、企業との信頼関係が構築され、外国人とのトラブル・引き抜きの防止につながります。

今後のキャリアパスを考えるきっかけを作り、外国人の技能と日本語能力の向上のための意欲を引き出します。
※国交省認定前に事前巡回指導を受けた外国人は、受入後講習の受講が免除

・特定技能制度とは
・建設分野特定技能外国人への支援の仕組み

賃金、業務内容など雇用条件の理解度確認

キャリアパスを考える
―将来に向けて技能や日本語を伸ばそう―

受入開始後、３か月以内を目途に、ＦＩＴＳからご案内（有料）
全国、全言語で順次実施
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建設分野 母国語ホットライン相談

▲ ベトナム語

▲ フィリピン語

▲ 英語（表、裏）

▲ 中国語

▲ インドネシア語

ＦＩＴＳは建設分野の外国人就労者に対する
支援として、ＪＡＣからの委託を受け、母国語
ホットライン相談窓口を設置し、５か国語（中国
語、ベトナム語、インドネシア語、フィリピン語、英語）によ
る相談に対応。建設業の就労実態を踏まえ、日
曜日も開設。

母国語相談の受付日時や連絡先等の案内につ
いては、
①JAC・FITSのHPへの掲載
②窓口の開設時間や連絡先を記載した「ホットライ

ンカード」（左）の配布（認定時や巡回指導時）

他の在留資格で入国した者（技能実習生等）
についても、相談先が分からない等の問い合わせ
があった場合、担当窓口を紹介。
※技能実習生については外国人技能実習機構、その他在留資

格に基づく外国人労働者については各労働局の窓口を紹介。

【相談内容例】
特定技能の仕組みに関する問合せ
特定技能外国人の受入先を探してほしい
賃金・休暇等雇用契約に関する疑義

【対応例】
JACと連携して受入先探し
本人の意向を尊重しつつ、受入企業等との仲介
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ＪＡＣの事業②（訓練・試験、制度周知、外国人支援）

◆海外での教育訓練・試験 ◆国内試験

【ベトナム】
◯建設短期大学５校と業務提携
技能訓練・試験を協力して実施

・送出機関２機関と業務提携
日本語教育・人材送出を依頼

◯２０２１年３月・７月に実施予定の
技能評価試験（１０職種）の
試験実施に向け、教育訓練を実施予定

【フィリピン】
◯電気通信の技能評価試験を
２０２１年３月に実施予定

○国内に在留する外国人を対象とした技能評価試験
※技能実習時と異なる職種で就労する時や、「留学生」等から
在留資格を切り替える際に受験が必要

◯２０２０年度実績：１００名合格
① ８／２８ 鉄筋継手職種 ＠静岡 受験者３３名中３２名合格
② ９／１５ 土工職種 ＠静岡 受験者４４名中２８名合格
③ １２／４ トンネル推進工職種＠東京 受験者３４名中１９名合格
④ １２／１５ 電気通信職種 ＠東京 受験者４８名中２１名合格

○２０２１年度も複数職種の国内試験を実施予定

◯受入企業が、１号特定技能外国人に対して行う１０項目の義務的
支援のうち、下記の２項目をＪＡＣが無償で支援を実施

◆１号特定技能外国人への支援

建設分野特定技能
評価試験（鉄筋継手）

※法務省への特定技能支援計画の申請時に契約書が必要となりま
す。
事前にＪＡＣへお申し出くだされば契約が可能です。

◆制度周知

「建設分野における特定技能外国人制度の概要」
https://www.youtube.com/watch?v=6OkUVd_kqzI&feature=youtu.be

【制度説明会】
◯建設特定技能外国人制度の説明会
◯海外進出戦略セミナー

など
※２０２０年度は、計１１回実施
（予定も含む）

【動画の公開】
◯ＹｏｕＴｕｂｅにて特定技能制度に
関する説明動画を公開

【書籍の紹介】
◯「建設分野の１号特定技能外国人受入れマニュアル」
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ＪＡＣの事業③（無料職業紹介（求職求人マッチング））

ＪＡＣは、国内において特定技能での就労を希望する外国人（求職者）を対象にホームページを公
開し、無料職業紹介（求職求人マッチング）を行います。

※

(一財)国際建設
技能振興機構
（ＦＩＴＳ）

受入企業
（技能実習生等を

複数名抱える）

求人者
（建設企業）

（一社）建設技能人材機構
（ＪＡＣ）

求人情報

雇用契約締結

-無料職業紹介事業-

求職情報求職相談

②求職申込票作成に
関するサポート

①母国語相談ホットライン

外国人
（技能実習生等）

求職求人マッチング

※ 求人希望もＪＡＣにて随時受付中

例えば…
雇用している外国人（技能実習生等）
すべてを特定技能に移行できない場合

受入企業の方

外国人の方

1.JAC HPより、
求職申込表をダウンロードくださ
い。

2.求職申込票に入力の上、ＪＡＣへ
メールください。

下記をJACにメールください。
・在留カードの写真
・電話番号またはメールアドレス
・求職票（ひらがな、ルビ入りのもの）

求職票の書き
方がわからな
いときは
FITSに相談！

○お問い合わせ先
JAC HP:https://jac-kill.or.jp/employment.html
JACメールアドレス: syokai@jac-skill.or.jp
FITSメールアドレス:hotline@fits.or.jp

受入企業・外国人本人向けの2つの相談窓口を設け、
『FITS』がサポ－ト（①②）を行い、
『JAC』が求人情報・求職相談を受付、マッチングを実
施。
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ＪＡＣへの費用負担

受入企業

建設業者団体

正会員

◆ 会費

①ＪＡＣに間接的に加入する場合

受入企業

賛助会員

（ＪＡＣ） （ＪＡＣ）

②ＪＡＣに直接的に加入する場合

会費:無料 会費:

２４万円／年※団体へ会費を負

担いただきます。

◆受入負担金 ※特定技能外国人1人あたりの金額

・試験合格者（JACが行う海外教育訓練を受けない場合）

・試験合格者（JACが行う海外教育訓練を受ける場合）

・試験免除者（技能実習２号修了者等）

２万円／月

１．５万円／月

１．２５万円／月

受入負担金を原資としてＪＡＣの事業を実施

JACへの
会費は無料!
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建設特定技能受入計画の申請手続きについて
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特定技能外国人の受入れのための手続きの流れ

建設特定技能受入計画の作成・認定申請（国土交通省） ※オンライン１

１号特定技能外国人支援計画の作成・在留資格認定等申請（法務省）２

※１号特定技能外国人支援計画は下記の在留資格認定証明書交付申請等に必要
①海外からの外国人を採用する場合、在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要

②国内在留者から外国人を採用する場合、在留資格変更許可申請の手続きが必要
※1号特定技能外国人受入後、1ヶ月以内に必ず提出

１号特定技能外国人受入報告書の提出（国土交通省） ※オンライン３

同時申請
可能

外国人の受入れ状況等に係る四半期ごとの定期届出（法務省）４
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【さいごに】分からないことがあったらまずＨＰをご覧ください

国交省の特定技能ＨＰを活用する。

「建設 特定技能」で検索してください！
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【さいごに】分からないことがあったらまずＨＰをご覧ください
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●新規申請の手引き

● Q＆A


